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 一旦判決によつて 一且判決によつて 1 10

第二五條）、 第二五條、） 10 22

趣を異にする。 趣を異にする。、 11 13

要するのであるが、 要するのであろが、 11 14

呼ぶ方が、わかり易く 呼ぶ方がわかり易く 11 16

決めよということ 決めようということ 13 21

木箱に入れて 本箱に入れて 14 24

これか複雑な取引 これが複雑な取引 15 3

哲学思想が、 哲学思悪が、 15 11

拾つてみよう。 拾つてみよう、 15 13

故意と過失に●ち（●は判読不能） 故意と過失に分ち 16 5

プラグマテイズム プラグマデイズム 16 12

簡明直截であり 簡明直裁截であり 17 2

所持罪は、前述のとおり 所持罪は前述のとおり 18 14

各所持●、（●は判読不能） 各所持は、 18 17

適用があつて重ねて 適用があつて、重ねて 20 12

第一事件における、所持罪 第一事件における所持罪 20 15

本件のごとく 事件のごとく 20 21

右判決を、破棄して 右判決を破棄して 20 22

所持である」と説明している 所持であると説明している 22 6

過ぎないか●か等（●は判読不能） 過ぎないか否か等 22 14

 不確定の違法あるに帰する。 不確定の達法あるに帰する。 22 20

 


